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２。役員の負担が多く 大変という言葉ｶ1無くなり、また、負担1が大幅に軽減さ れ、会社員等の現役

年齢層でも役員をやれる、高齢者でもできる、と言う言葉を頂けるよう になりました。

３.役員輪番免除制度により、高齢者やいろいろ な事情を抱えた会員の､役員をやれないあるいは、

辞退等の理由による退会が止まりました。

［新たな課題・今後取り胡まなけれぱならない課題］

主にソフト面の課題に尽きます、涵用に当たり、杓子定規に免除と 鰯番の区分けをするので|まな

く、グレ イソ ーン対象世帯には､ 如伺仁相手の気持ちも気遭う対応をするか、「Ｆａｅｅ ｔｏ Ｆ

ａｃｅ（顔と顔）」や、」６の通ったｒＮｅｉｇｈｂｏｒ　Ｃｏｍｍｕｎｌｔｙ（ご近所・お隣りさ

んコミュニティ）jによる運用の必要性を特に感じでいま･ｉ ，

酋のように地縁自治会の特徴であった「お互いさま」「こ近所の助け合い 」の原点が簿れつつ

あり、=今日この頃、お隣り同士の会話も無くなり、「隣の人は、何をしている人？　どんな人？」

という状態の組も見受けられます。

この原因は、まさに新旧住民の入れ替わりや、個人主餉、高齢者世帯と若い世代世帯との、ご

近所忖き合いの少なさ、又は無さによるものと思われます。

これらが影響し組・区内で、自主的に組長や常任委員のお噸いがスムーズに進まず、会長・

副会長が仲介、調整しなければならない組・区が、今年は、区。組の暗色計４２ケ所中、Ｉ Ｏケ

所もありました。

八清親和会 自治会役員のひとり言
平成３０年４月１２日　　Ｎ０１０ 八消親和食 副会長　 吉田祐治

平成２９年屋の八清親和会定期霜会も終わり､新た｡に平成３０年度の自治会活勁がスタートしま

した、振り返れば、会員の高齢化に伴い、平成２６年度から２８年度迄、環境整備辱の寒露期間も

含め３年間、高齢化問題解決のため、八浦親和金創設以来の改革が実施されました。

そして｡「高齢者並びにいろいろな乖・ を抱えた会員の､自治会役員輪番免除制度」等を導入し、
１年が経過しまし茫。

平成２８年度までは、主にハード面の取り組みで蜀り「自治会役員晴番免除制度」導入後の、平

成２９年度以降の主たる取り組みは、リフト面の、この制度による運用の周知と定着です。

平眠３０年度の常任委員、組長の選出は、この制度による２回自の選出でしたが、成采がでてきた

面と、予期せぬ課題、新たに服り組みが必要な課題も出てきました。

この制度の運用から目が離せ、独り歩きできるまでには、磋２年ほどかかると鼠われます。

これから。この凹題に取り組まれようとしている自治会の参考になればと事例として紹介します。

[成累が出てき た.面]

１．常任委員選出区 ・組の統曾による常任委員・組長の削減と、
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Ａ）会長・副会長が仲介、調整した事例として|ま、

◆組長選出の懲合、

（１）組長の輪番免除は。知内の事悄を一番知っでいる組員に委ねているが、現ｌ の

組畏が判断できないあるいは、組で判断できる 人がいない。

（２）新|日住民の入れ替わり が多く、また、末加入世帯により 、会員世帯の輪番が分か

らなくなってしまウたり、輪吊が分かる資料もなく、記幡に頼っているため、決

める迄、労力を要している。

（３）現在の組長が高齢や、こ近所との付き合いが少ないため、次期組長の確認、了解

を得ずに登録し、順番や承諾のトラブル等を生じている。

（４）哨番ａ 料がないため、世帯の入れ替わりや、２世代への会員登録変更などで、

１０年間組長をやっていな い漏れや、やってもらえない 先入観などで、徊番の

不公平さが出ているが、話し合いは、お 互いにご近所トラブルを恐れ避けてい

る。

◆常任委員 選出の場合、

（１）役員輪番免除制度に基づ＜、区常任委員候補者の役員免除判断ができない、し

たがらない。また、次の常il 委員候補にお曝い、説明できない。

（２）常任委員区２～３の統８ により、他常任選出区との会員付き合いがあまり無い

あるい は、ほとんど無いため、常任委員眼福を知らない、お願い ができない等の

理由により、役員の仲介が必匪になっている。

（３）新|日住民の入れ芭わりが多く、また、未加入会員世帯|こより、常任委員の輪番が

分から無くなったり、輪・ が分かる頁料も尽く、記憶|こ頼っているため。区内で

候補を選出、決めることができない。

（４）輪番旨料がないため、世帯の入れ詰わりや、２世代への会員登録変更などで、

常任委員をやっていない漏れや、や ってもらえなどで、輪番の不公平さが出て

いる が、話し合いは、お互い|こご近所トラブルを恐れ避けている。

（５）本人の常任委長のやった記憶や先入観による間遠い、常任委員と組長の混在に

よる勘違い等、説明や示せる資料がないため、役員をやっていない、やってもら

う説明、理解をさせるのに時間と労力を要している。

Ｂ）こ れらの問題をある程度想定し、「高齢者やいろいろな事情を抱えた会員の役員輪番免除 制

度j とともに、原則として輪番対象会員の、組長輪番は８～１０年／１回転、常任委員は

２０年以上／１回転の輪番原本リ スト作成の基となる臓料・データが、各区、組に無く作成

に１ヶ年を要し、また、個人情報の璧にもぶつかり難航しました。

１）全会員個別の組・区単位の、過去１０ 年間の絹長・常任委員年度別就任実績

２）「高齢=笛ならびにいろいろな事情を抱えだ会員の役員輪番免除制度」に基づく該

当世帯の調査

３）区、組、会員からのいろいろな要求、問い合わせに応じられ、編集できる多目的

リスト の作成

の、原乖資料を作成したが、世帯数が多いためデータ ー精度|ま７０％ほどであり、平成３

０年度の組長、常任委員の選出に|ま残念ながら一部しか活用できませんでした。

来年、全面活用できるよう今年度中に完成を目指すこ とになり ます。

一事例を紹介しましたが、これからこのような取り組み予定の自治会は、運用面でこの基と

なるデーター、ii料（リスト）が必ず必要になるため。祠度ができてから作斟にかかるので

は遅く、並行して作成に取り組むことが必要です。　　参=西になりましたでしぷうか１

以上、ある役員のひとり言です。

以上


	page1
	Copied Bookmark
	page1


